
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問い合わせ   

特定非営利活動法人 くらしえん・しごとえん 

〒430-0941 浜松市中区山下町 2-1 ハイタウン山下3 階 

Tel：053-489-5828 / fax：053-489-5829 
http://www.kurasigoto.jp  e-mail：info@kurasigoto.jp 
問い合わせ時間 月曜日～金曜日 9:00～18:00 

本研修は、厚生労働大臣が定める「第１号および第２号職場適応援助者養成研修」と

して実施する研修であり、修了者は「第１号職場適応援助者」または「第２号職場適応

援助者」の研修修了者として認定されます。 

ただし、職場適応援助者としての各種助成金を受給するには、法人・個人に関する要件があります。

ご注意下さい。詳細につきましては、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のＨＰをご覧下さい。 

  研修概略   

 期間：2010 年 2 月 6 日（土）～2 月 11 日（木） 

 場所：和歌山県和歌山市 りぃぶる 他 

 時間：9:00～19:00（多少前後します） 

 費用：￥50,000 円（1 号、2 号とも） 

 定員：1 号 25 名程度、2 号 15 名程度 

 ＊詳細につきましては、募集要項、ＨＰをご覧下さい 

  申込み方法・〆切り   

 ホームページの募集要項、注意事項をお読みの上、申込

みフォームに必要事項を記入して送信して下さい。 

http://www.kurasigoto.jp/ 

 ホームページへのアクセスが丌可能な方は、事務局にお

電話ください。 

 申込期間：11 月 1 日～11 月 30 日（月）必着 

 受講決定通知：12 月 14 日（月）発送予定 

主催：特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん 

協賛：和歌山県 
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【参考】 第 2 号職場適応援助者（ジョブコーチ）助成金支給要件 

主な項目 要  件 

支給対象事業所 
雇用する障害者の職場適応援助を行うため第２号職場適応援助者（ジョブコー

チ）を配置している企業 

第２号職場適応援助者

の要件 

障害者の雇用関係業務について一定の経験および能力を有し、高齢・障害者雇

用支援機構、または、厚生労働大臣が定める第２号職場適応援助者（ジョブコ

ーチ）養成研修を修了した者 

支援対象障害者 自社に雇用されている身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者 

支給対象費用等 

・第 2 号職場適応援助者による援助の実際に要した費用 

・助成率 3/4（上限 月 15 万円） 

・支給期間（最大６ヵ月） 

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構ＨＰより 

＊その他にも他の助成金等の支給要件がありますのでご確認ください 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業における

企業における

雇用管理の実

際を通して、

障がい者雇用

を考えます 

ἄ Ὼ ҐӊҘ҉Ӕ͜Ҙҕҩ҉Ӕ Ұ· 
・厚生労働大臣指定の職場適応援助者養成研修機関（民間では全国に４団体、東京・大阪２・当法

人）として、職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成に取り組んでいます。 

・静岡県、和歌山県他からの委託を受け、各種研修に取り組み、障害者の就労・雇用に関わる支援者

の養成、スキルアップに取り組んでいます。 

・地域においては、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の認定法人として、静岡障害者職業セン

ターと連携してジョブコーチ支援を実施しています。 

・その他、作業所、福祉施設への分析、企業との障害者雇用に関するコンサルタント、レク・スポー

ツ等の生活面を支える活動に取り組んでいます。 

当法人研修修了者（09/07現在） 

 28 都道府県189 名 

（１号154 名、２号35 名） 


